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第２１号議案 

 

令和８年度海田町水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和８年度海田町水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴  給 水 戸 数           １４，３１１戸 

⑵  年 間 総 配 水 量       ３，１５６，０００㎥ 

⑶  一日平均配水量           ８，６４６㎥ 

⑷  主な建設改良工事 

    配水設備整備費        ２４２，１００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

            収    入 

第１款 水道事業収益         ５９０，９８９千円 

第１項 営 業 収 益         ５６３，４５１千円 

第２項 営業外収益          ２７，５３８千円 

            支    出 

第１款 水道事業費用         ５８２，７６０千円 

第１項 営 業 費 用         ５４６，５１１千円 

第２項 営業外費用           ２６，２４９千円 

第３項 予 備 費          １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額２２４，３７９千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額２５，３０９千円，当年度分損益勘定留保資金１６１，０８３千円及び減債

積立金３７，９８７千円で補てんするものとする。）。 
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            収    入 

 第１款 資本的収入          １５５，５００千円 

  第１項 企 業 債      １４３，１００千円 

  第２項 工 事 負 担 金       １２，４００千円 

            支    出 

 第１款 資本的支出          ３７９，８７９千円 

  第１項 建 設 改 良 費      ３１７，７２５千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金       ６２，１５４千円 

 （企業債） 

第５条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。  

起債の目的 限度額 
起債の 

方法 
利率 償還の方法 

水道事業 
１４３，１００ 

千円 
証書借入 

年６．５％以内 

（ただし，利率

見直し方式で借

り入れる政府資

金等について，

利率の見直しを

行った後におい

ては，当該見直

し後の利率） 

政府資金について

は，その融資条件

により，銀行その

他の場合にはその

債権者と協定する

ものによる。ただ

し，財政の都合に

より措置期間及び

償還期限を短縮

し，又は繰上償還

若しくは低利に借

換えすることがで

きる。 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は，５０，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定め

る。 

⑴  消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

第８条 次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければなら

ない。 
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⑴  職員給与費             ５５，７８２千円 

⑵  交 際 費                 ５０千円 

 （たな卸資産の購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は，４８，５９２千円と定める。 

  

  

  令和８年３月３日提出 

 

                     海田町長 竹 野 内  啓 佑  


